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はじめに 
 

 

 学校給食の衛生管理体制につきましては、平成８年度に岡山県で発生した腸管出血性大

腸菌 O‐１５７による食中毒以後、調理場の衛生管理がより厳しく要求されております。

本市においては、学校給食センターの施設や設備の改善、充実に積極的に取り組むととも

に、学校給食衛生委員会を組織し、調理に携わる職員全員に対する衛生管理研修などを実

施しています。 

学校給食を実施する市町村教育委員会は、自らの責任において、安全な学校給食の実施

のために必要な措置を講じるように努めることとされており、本市では、「学校給食衛生管

理・作業マニュアル」を作成し、毎年度見直しを図り、常に最善の衛生管理体制を維持で

きるよう衛生管理意識の向上を図っております。 

また、学校給食は教育の一環として実施されているものであり、現在本市では、６歳か

ら１５歳までのおよそ１万１千人の命を預かっております。もしも食中毒などの事故がお

きたときには、それまでのすべての努力は崩れ、子供の健康を損なうばかりでなく、不信

感が募ってしまい社会的に大きな影響を与えることとなりますので、絶対に食中毒などの

事故を起こしてはなりません。学校給食に携わる調理員、栄養士はもとより、所長、事務

員、運転手などすべての人が細心の注意を払うことが必要です。特に調理員は直接食材を

取り扱うため、最大限の注意が必要です。ひとりの気の緩み、油断が大きな事故につなが

ることがあります。常に子どもが食べるものだという意識を持ち、学校給食業務に専念す

ることが重要です。 

今後も児童・生徒が食べることの楽しさや大切さを実感できるよう、おいしくて栄養バ

ランスのとれた給食をまごころ込めて提供するとともに、豊かな心を育てる学校給食を実

現するために事業の充実を図っていくものです。 
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